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i 当時活躍していた西多摩郡秋留村二宮（現あきる野市）の六代目薩摩和歌太夫の娘。その

ころ前田家は陰陽師と神楽を業としており、神楽を通じて多摩地方と往来があった。それ

が機縁で人形芝居が伝えられたと言われている。（三芳町教育史編さん委員会（1985）『三

芳町教育史』三芳町） 
ii 昭和 40（1965）年厚生省策定、平成 2（1990）年・平成 12（2000）年・平成 20（2008）

年改訂 
iii昭和 31（1956）年文部省作成、昭和 39（1964）年・平成元（1989）年。平成 10（1998）

年改訂 
iv平成 22年度 劇場・音楽堂の活動状況に関する調査報告書（平成 23年３月）より 編集

発行 社団法人全国公立文化施設協会 
v本法律は、平成 13（2001）年に制定された、文化・芸術の振興に関する基本的な理念・施

策について定めた法律。国・地方自治体は、文化芸術活動を行う者の自主性を十分に尊重

しながら、文化芸術の振興に関する施策を実施する責務を有するとしている。また、第 25

条に「（劇場、音楽堂等の充実） 国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設

に関し、自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、

情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。」とある。 
vi 各個人が共同で消費し、対価を支払わない人を排除できず、ある人の消費によって他の

人の消費が妨げられない財・サービス。通常、国など公共部門によって提供される公園・

一般道路・消防・警察など。（『デジタル大辞泉』小学館・監修：松村明・編集委員：池上

秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文・編集協力：曽根脩） 
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